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○
総
務
省
令
第

号

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
郵
便
法
施
行
規
則
及
び
民
間
事

業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年

月

日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

郵
便
法
施
行
規
則
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
郵
便
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

郵
便
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
八
十
円
」
を
「
八
十
二
円
」
に
改
め
る
。

（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（別添２）
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第
二
十
三
条
中
「
八
十
円
」
を
「
八
十
二
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日

」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
郵
便
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
郵
便
法
第
六
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
施
行
日
以
後
の
郵
便
に
関
す
る
料
金
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定

は
、
施
行
日
前
に
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
施
行

日
以
後
の
一
般
信
書
便
役
務
に
関
す
る
料
金
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
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郵
便
法
施
行
規
則
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
郵
便
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
上
限
）

（
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
上
限
）

第
二
十
三
条

法
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
八

第
二
十
三
条

法
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
八

十
二
円
と
す
る
。

十
円
と
す
る
。

○
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
大
き
さ
及
び
形
状
の
基
準
に
適
合
す
る
二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
信
書
便
物
の

（
大
き
さ
及
び
形
状
の
基
準
に
適
合
す
る
二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
信
書
便
物
の

料
金
上
限
の
額
）

料
金
上
限
の
額
）

第
二
十
三
条

法
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
八
十

第
二
十
三
条

法
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
八
十

二
円
と
す
る
。

円
と
す
る
。
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郵
便
法
施
行
規
則
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
参
照
条
文

○
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）

（
料
金
）

第
六
十
七
条

会
社
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
郵
便
に
関
す
る
料
金
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）

を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
料
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

三

第
一
種
郵
便
物
（
郵
便
書
簡
を
除
く
。
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
大
き
さ
及
び
形
状
が
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
重
量
が
二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
定
形
郵
便
物
」
と
い
う
。
）
の
料
金
の
額
が
、
軽
量
の
信
書
の
送

達
の
役
務
が
国
民
生
活
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
役
割
の
重
要
性
、
国
民
の
負
担
能
力
、
物
価
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
額

を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
～
七

（
略
）

３
～
５

（
略
）

○
郵
便
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
五
号
）
（
抄
）

（
料
金
の
届
出
）

第
二
十
一
条

会
社
は
、
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郵
便
に
関
す
る
料
金
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

料
金
を
適
用
す
る
期
間
（
限
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
料
金
の
種
類
、
額
及
び
適
用
方
法
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
新
旧
の
対
照
を
明

示
す
る
こ
と
。
）

二

実
施
期
日

三

変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

２

前
項
の
届
出
書
の
提
出
は
、
次
に
掲
げ
る
料
金
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
料
金
の
実
施
期
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
そ
れ
以
外
の
料
金
に
係
る

も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
料
金
の
実
施
期
日
の
十
日
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

郵
便
物
の
料
金

二

郵
便
物
の
特
殊
取
扱
（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
料
金

３

第
一
項
の
届
出
書
の
う
ち
前
項
各
号
に
掲
げ
る
料
金
に
係
る
も
の
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

料
金
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
書

二

郵
便
の
役
務
に
関
す
る
事
業
収
支
見
積
書
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（
定
形
郵
便
物
の
大
き
さ
及
び
形
状
の
基
準
）

第
二
十
二
条

法
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

表
面
及
び
裏
面
が
長
方
形
で
、
そ
の
大
き
さ
が
長
さ
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
十
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
幅
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

か
ら
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
厚
さ
が
最
も
厚
い
部
分
に
お
い
て
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
会
社
が
定
め
る
郵
便
物
の
包
装
そ
の
他
の
形
状
の
条
件
を
具
備
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

イ

封
筒
若
し
く
は
袋
を
用
い
て
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
包
装
し
、
そ
の
納
入
口
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
分
の
全
部
を
送
達
中
容
易
に
開
か

な
い
よ
う
に
封
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

包
装
し
な
く
て
も
送
達
中
に
き
損
せ
ず
、
他
の
郵
便
物
に
損
傷
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
上
限
）

第
二
十
三
条

法
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
八
十
円
と
す
る
。

○
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
（
抄
）

（
料
金
）

第
十
六
条

一
般
信
書
便
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
信
書
便
役
務
に
関
す
る
料
金
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
務
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
料
金
（
総
務
省
令
で
定
め
る
料
金
を
除
く
。
第
二
十
七
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

二

大
き
さ
及
び
形
状
が
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
信
書
便
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
重
量
が
二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
係
る
料
金
の
額

が
、
軽
量
の
信
書
の
送
達
の
役
務
が
国
民
生
活
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
役
割
の
重
要
性
、
国
民
の
負
担
能
力
、
物
価
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て

総
務
省
令
で
定
め
る
額
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

○
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
（
抄
）

（
料
金
の
届
出
）

第
二
十
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
料
金
の
設
定
又
は
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
料
金
の
実
施
予
定
日
の
三
十
日
前
ま
で

に
、
様
式
第
十
二
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

料
金
を
適
用
す
る
期
間
（
限
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
料
金
の
種
類
、
額
及
び
適
用
方
法
（
変
更
の
届
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
旧
の

対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

二

実
施
予
定
日
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三

変
更
の
届
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由

２

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
料
金
を
適
用
す
る
期
間
並
び
に
料
金
の
種
類
、
額
及
び
適
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
一
般
信
書
便
物
の
送
達
の
役
務
に
付
加

す
る
役
務
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
付
加
役
務
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
般
信
書
便
物
の
送
達
の
役
務
に
係
る

料
金
（
次
条
に
お
い
て
「
送
達
料
金
」
と
い
う
。
）
と
付
加
役
務
に
係
る
料
金
と
を
区
分
し
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
六
条
第
二
項
各
号
の
基
準
を
適
用
し
な
い
料
金
）

第
二
十
一
条

法
第
十
六
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
料
金
は
、
送
達
料
金
以
外
の
付
加
役
務
に
係
る
料
金
、
手
数
料
そ
の
他
の
料
金
と
す
る
。

（
料
金
上
限
規
制
の
対
象
と
な
る
二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
信
書
便
物
の
大
き
さ
及
び
形
状
の
基
準
）

第
二
十
二
条

法
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

表
面
及
び
裏
面
が
長
方
形
で
、
そ
の
大
き
さ
が
長
さ
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
十
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
幅
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

か
ら
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
厚
さ
が
最
も
厚
い
部
分
に
お
い
て
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
料
金
の
適
用
方
法
に
お
い
て
定
め
る
信
書
便
物
の
包
装
そ
の
他
の
形

状
の
条
件
を
具
備
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

イ

封
筒
若
し
く
は
袋
を
用
い
て
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
包
装
し
、
そ
の
納
入
口
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
分
の
全
部
を
送
達
中
容
易
に
開
か

な
い
よ
う
に
封
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

包
装
し
な
く
て
も
送
達
中
に
き
損
せ
ず
、
他
の
信
書
便
物
に
損
傷
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
大
き
さ
及
び
形
状
の
基
準
に
適
合
す
る
二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
信
書
便
物
の
料
金
上
限
の
額
）

第
二
十
三
条

法
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
八
十
円
と
す
る
。

○
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

六
十
八
号
）
（
抄
）

（
消
費
税
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

消
費
税
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
中
略
）

第
二
十
九
条
中
「
百
分
の
四
」
を
「
百
分
の
六
・
三
」
に
改
め
る
。

（
後
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
・
二

（
略
）
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○
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
（
抄
）

（
税
率
）

第
二
十
九
条

消
費
税
の
税
率
は
、
百
分
の
四
と
す
る
。

○
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
（
抄
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
二
条
の
八
十
三
中
「
百
分
の
二
十
五
」
を
「
六
十
三
分
の
十
七
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
四

（
略
）

○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
地
方
消
費
税
の
税
率
）

第
七
十
二
条
の
八
十
三

地
方
消
費
税
の
税
率
は
、
百
分
の
二
十
五
と
す
る
。


